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（削除）
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（省略）

○指定証拠金（していしょうこきん）
注文時に指定された証拠金額を指定証拠金といいます。新規注文にあたり、取引余力か
ら注文内容に応じてご自身で証拠金額を指定して注文します。

○不足指定証拠金（ふそくしていしょうこきん）
外貨同士の通貨ペアの評価損益を計算する際に、米ドル/円レートが新規注文約定時の
レートから大きくかい離したことにより生じた不足金をいいます。

（省略）

○ 取引余力（とりひきよりょく）
口座資産内の余剰資産を指します。なお、取引余力の金額により発注可能となる注文数
量が決まります。また、スワップポイントの受払いは取引余力に加減されますので、ス
ワップの支払いによって取引余力がゼロを下回った場合、建玉が全て決済されますので
ご注意ください。

（省略）

○予約指定証拠金（よやくしていしょうこきん）
「注文中照会」画面の取引区分「注文中」にある、未だ約定していない発注済み新規注
文に対する指定証拠金を指します。

（省略）

当社は、お客さまの注文の約定により当社において発生する為替変動リスクを回避す
るため、カバー取引を行っています。
具体的には、対当（同一通貨ペアで売り買いが反対）する他のお客さまの約定で為替
変動リスクを相殺（マリー）しきれなかった約定数量の合計が一定量を超えた場合な
どに、その時点で最も条件の良い価格を提示しているカバー取引先に対し、当社の
ディーリングデスクまたはシステムがカバー取引を発注します。

（削除）

当社は、お客さまの注文の約定により当社において発生する為替変動リスクを回避する
ため、カバー取引を行っています。
具体的には、対当（同一通貨ペアで売り買いが反対）する他のお客さまの約定で為替変
動リスクを相殺（マリー）しきれなかった約定数量の合計が一定量を超えた場合など
に、その時点で最も条件の良い価格を提示しているカバー取引先に対し、当社のディー
リングデスクまたはシステムがカバー取引を発注します。
なお、当社が提供する商品のうち、ディーリングデスクを介さない銀行間取引市場直結
型商品においては、お客さまの注文を提携カバー先の約定判断に従って当社で執行しま
す。


